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「工事又は業務等に係る通知等における基準額について」の一部改正について 

 

工事又は業務等に係る通知等における基準額については、「工事又は業務等に係る通

知等における基準額について」（令和４年３月 30 日国官会第 23759 号、国官技第 377

号、国営管第 848 号、国営計第 214 号、国営整第 172 号、国港総第 750 号、国港技第

111号、国北予第 75号）により定めているところである。 

今般、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定

する財務大臣の定める区分及び財務大臣の定める額を定める件（令和８年財務省告示

第 28 号）が告示されたことを受け、当該通知を下記の通り改正することとしたので、

遺漏なきよう措置されたい。 

 



 

記 
 

 「工事又は業務等に係る通知等における基準額について」（令和４年３月 30 日国官

会第 23759号、国官技第 377号、国営管第 848号、国営計第 214号、国営整第 172号、

国港総第 750号、国港技第 111号、国北予第 75号）の一部を次のように改正する。 

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した又は破線で囲んだ部分をこれ

に順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改

める。 

 

改 正 後 改 正 前 

（別紙の１に掲げる通知等における基準額） 

１．国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定

める政令（昭和 55年政令第 300号）第３条第１項

に規定する財務大臣の定める区分に応じ財務大臣

の定める額のうち、特定役務のうち建設工事の調

達契約の区分に対応する額とし、令和８年４月１

日から令和 10年３月 31日までの間に締結される

調達契約については、９億円。 

 

（別紙の２に掲げる通知における基準額） 

２．国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定

める政令第３条第１項に規定する財務大臣の定め

る区分に応じ財務大臣の定める額のうち、特定役

務のうち建築のためのサービス、エンジニアリン

グ・サービスその他の技術的サービスの調達契約

の区分に対応する額とし、令和８年４月１日から

令和 10年３月 31日までの間に締結される調達契

約については、９千万円。 

 

別紙 

１ 記１の基準額を適用する通知等 

 

・官庁営繕部所掌の工事に係る発注の見通しに関す

る事項の公表における工事発注規模の公表の試行

について（令和７年１月 20日付け事務連絡） 

 

 

（別紙の１に掲げる通知等における基準額） 

１．国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定

める政令（昭和 55年政令第 300号）第３条第１項

に規定する財務大臣の定める区分に応じ財務大臣

の定める額のうち、特定役務のうち建設工事の調

達契約の区分に対応する額とし、令和６年４月１

日から令和８年３月 31 日までの間に締結される

調達契約については、８億１千万円。 

 

（別紙の２に掲げる通知における基準額） 

２．国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定

める政令第３条第１項に規定する財務大臣の定め

る区分に応じ財務大臣の定める額のうち、特定役

務のうち建築のためのサービス、エンジニアリン

グ・サービスその他の技術的サービスの調達契約

の区分に対応する額とし、令和６年４月１日から

令和８年３月 31 日までの間に締結される調達契

約については、８千１百万円。 

 

別紙 

１ 記１の基準額を適用する通知等 

 

・官庁営繕部所掌の工事に係る発注の見通しに関す

る事項の公表における工事発注規模の公表の試行

について（令和４年３月３０日付け事務連絡） 

 


